
令和３年２月２２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野木町農業委員会第８回総会 会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野木町農業委員会 

 



 

- 1 - 

野木町農業委員会第８回総会 会議録 

 

１．開催日時   令和３年２月２２日（月）午前１０時招集 

 

２．開催場所   野木町役場 新館２階 第２会議室 

 

３．出席委員   ９名 

会 長      ９番  黒 須 市 郎 

会長職務代理者  ７番  田 村 良 実 

委 員      １番  鈴 木   誠  ２番  柿 沼   誠 

３番  古 澤 清一郎  ４番  渡 邉 初 枝 

   ５番  針 谷 盛 也  ６番  須 田 啓 一 

   ８番  舘 野 アサ子 

 

４．事務局職員  潮事務局長・猪瀬次長兼庶務農地係長・手島主任 

 

５．付議案件 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について  

議案第２号 耕作放棄地の非農地判断について 

議案第３号 野木農業振興地域整備計画の変更について 

議案第４号 農用地利用集積計画の変更について 

報告第１号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書の受理報 

告について 

   報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理報告について 

   報告第３号 農業経営責任者変更届の受理報告について   
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「 議  事 」 

 

事務局長  開会を宣言（午前１０時） 

 

議  長   あいさつ及び出席委員数の報告及び総会成立宣言を行う。 

議事に入る前に、議事録署名人指名について会議に諮った。 

（異議なしの声あり） 

異議なしの声を受け、議席番号７番 田村良実委員、８番 舘野アサ子 

委員を指名した。書記には、手島主任を指名した。 

議事に入る旨を告げる。議案第１号農地法第３条の規定による許可申 

請について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   議案第１号について説明。 

       野木   １筆   ６７１㎡  登記簿 田・現況 畑 

            ３筆 １，４６３㎡  登記簿・現況ともに 畑 

           計４筆 ２，１３４㎡ 

       譲渡人  Ａ 氏 

       譲受人  Ｂ 氏 

       権利の移転 所有権移転 

       事由の概要 譲受人の農業経営規模拡大を図るため 

 

議  長   野木地区担当調査員の報告を求めた。 

 

２番委員   ２月１４日、８番委員と地元委員、地元推進委員ともに現地調査を行っ 

た。立会人はＢ氏とＢ氏の娘婿である。譲渡人のＡ氏は現在埼玉県桶川 

市に住んでおり、労力不足により売買するものである。 

譲受人Ｂ氏は古河市在住で、昨年１２月に就農し、建設業の傍ら野木町 

で妻、息子、娘婿で農業を開始している。申請地を麦を作るため買い受 

けるものである。 

        

議  長   質疑はないか諮った。 

 

３番委員   今回買う４筆の農地は途切れ途切れだが大丈夫なのか。 

 

７番委員   Ａ氏は前回Ｂ氏が買った農地の所有者の親族である。また埼玉県桶川市 

在住のため、農地を持っていても仕方がなく、全ての農地を手放したい 

との思いがあった。以前は一部荒れた農地だったが、Ｂ氏が耕して今回 

の話となった。 
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今回の土地の中に土地改良で非農用地として換地された農地も含まれ 

るが、問題ないのか。 

 

事務局    農地の売買は問題無い。転用する場合は農振除外からの相談となる。 

 

１番委員   前回調査を行い、その際も麦で食べていくのは難しいと話した。今回 

       も麦を耕作するようだが、今後の話はどう考えているのか。 

 

２番委員   しばらくは麦を作っていく考えである。採算はそれでいいと考えている

ようだ。 

 

議  長   他に質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

７番委員   前回の申請でも立ち会い、麦では苦しいことは伝えた。地元推進委員か 

       らの話ではトラクターで熱心に耕している様子も聞いており、問題ない 

と思われる。 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし） 

       質疑が無いため、議案第１号について許可することに賛成の委員の挙手 

を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め許可することを告げた。 

次に、議案第２号耕作放棄地の非農地判断について事務局の説明を求め 

た。 

 

事 務 局   議案第２号について説明。 

       本議案は、毎年８月～１０月に農業委員と農地利用最適化推進委員で行 

っている農地パトロールで山林化している農地を抽出し、令和３年１ 

月１５日に農業委員、農地利用最適化推進委員と再度現地調査を行っ 

た。その中で農地への復元及び利用が物理的に困難と思われる農地に 

ついて、農地法第２条第１項の農地に該当しない旨の判断を審議して 

いただくものである。 

 

       （１件目） 

       友 沼   ４０９㎡ 登記簿 畑・現況 山林    

       所有者   Ｃ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （２件目） 
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       友 沼   ３１７㎡ 登記簿 畑・現況 山林 

       所有者   Ｄ氏外６名 

       農振区分  農用地区域 

 

       （３件目） 

       野 渡   １６０㎡ 登記簿 畑・現況 山林 

       所有者   Ｅ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （４件目） 

       野 渡   ３４２㎡ 登記簿 畑・現況 山林 

       所有者   Ｆ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （５件目） 

       野 渡   ５３４㎡ 登記簿 畑・現況 山林 

       所有者   Ｇ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （６件目）  

       野 渡   ４１４㎡ 登記簿 畑・現況 山林 

       所有者   Ｈ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （７件目） 

       野 渡   ７９㎡ 登記簿 畑・現況 山林 

       所有者   Ｉ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （８件目） 

       野 渡   ４１９㎡ 登記簿 田・現況 山林 

       所有者   Ｊ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （９件目） 

       野 渡   ３８６㎡ 登記簿 畑・現況 山林 

       所有者   Ｋ氏 

       農振区分  農用地区域 
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       （１０件目） 

       野 渡   ２７０㎡ 登記簿 畑・現況 山林 

       所有者   Ｌ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （１１件目） 

       野 渡   ８９７㎡ 登記簿 畑・現況 山林 

       所有者   Ｍ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （１２件目） 

       野 渡   ６１８㎡ 登記簿 畑・現況 山林 

       所有者   Ｎ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （１３件目） 

       野 渡   ２５０㎡ 登記簿 畑・現況 山林 

       所有者   Ｏ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （１４件目） 

       南赤塚   ３，６２９㎡ 登記簿 畑・現況 山林 

       所有者   Ｐ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （１５件目） 

       潤 島   １１６㎡ 登記簿 畑・現況 山林 

       所有者   Ｑ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （１６件目） 

       潤 島   ４０６㎡ 登記簿 畑・現況 山林 

       所有者   Ｑ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （１７件目） 

       佐川野   ３４３㎡ 登記簿 田・現況 山林 
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       所有者   Ｒ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （１８件目） 

       佐川野   １，０５４㎡ 登記簿 田・現況 山林 

       所有者   Ｓ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （１９件目） 

       佐川野   ７５７㎡ 登記簿 田 山林 

       所有者   Ｓ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （２０件目） 

       佐川野   ４９５㎡ 登記簿 田・現況 山林 

       所有者   Ｔ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （２１件目） 

       佐川野   ９６５㎡ 登記簿 原野・現況 山林 

       所有者   Ｕ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （２２件目） 

       川 田   １７６㎡ 登記簿 田・現況 山林 

       所有者   Ｖ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （２３件目） 

       川 田   １４３㎡ 登記簿 田・現況 山林 

       所有者   Ｗ氏 

       農振区分  農用地区域 

 

       （２４件目） 

       川 田   １４４㎡ 登記簿 田・現況 山林 

       所有者   Ｘ氏 

       農振区分  農用地区域 

 



 

- 6 - 

議  長   質疑はないか諮った。 

 

１番委員   ２１件目の登記簿が原野とあるがどういうことか。 

 

事務局    登記簿が原野であっても本人申出があれば農地として取り扱っている 

土地である。 

 

議  長   他に質疑はないか諮った。（質疑なし）現地調査員の報告を求めた。 

 

７番委員   １月１５日、２番委員、３番委員、６番委員、推進委員１名、事務局２ 

名で抽出された３８か所の現地調査を行った。対象地の中には事前の事 

務局からの通知により農地に復元したものや、復元の意思が見られるも 

のもあり、そういった土地は今回の中から外した。今回議案に上がって 

いる農地は写真の通り森林化が進んでおり復元が困難と思われる農地 

である。 

 

議  長   質疑はないか諮った。 

 

１番委員   １４件目の案件について、写真を見る限りは以前より良くなっているよ 

うだが。 

 

７番委員   確かに一部良くなった部分はあるが、大きな土地であり、ほとんどが荒 

れたままの状態である。 

 

議  長   他に質疑はないか諮った。（質疑なし） 

質疑が無いため、議案第２号について非農地と意見決定することに賛成 

の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め非農地と意見決定することを告げた。 

次に、議案第３号野木農業振興地域整備計画の変更について事務局の説 

明を求めた。 

 

事 務 局   議案第３号（１件目）について説明 

       友 沼   １９筆  ６２，６７１㎡  登記簿 田・現況 田 

       用途区分  農地    所有者 Ｙ氏他１５名   

       理 由   昭和５６年１０月１０日土地改良法（間々田・乙女地区団 

体営圃場整備事業）による換地処分された土地でありなが 

ら、農業振興地域内の農用地区域になっていなかったため。 
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議  長   質疑はないか諮った。 

 

３番委員   どういうことかもう少し詳しく説明を。 

 

事務局    土地改良を行うと、通常農地は農振農用地となるが今回の農地は農振農 

用地となっていなかったため、今回編入するものである。 

 

議  長   他に質疑はないか諮った。（質疑なし） 

質疑が無いため、議案第３号１件目について適と意見決定することに賛 

成の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め適と意見決定することを告げた。 

次に、議案第３号野木農業振興地域整備計画の変更について（２件目） 

について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   議案第３号（２件目）について説明 

       友 沼   ４０筆  ５１，７９７㎡   

登記簿 畑、山林、田、雑種地   現況 田、畑 

       用途区分  農地    所有者 Ｚ氏他２２名   

       理 由   土地改良事業（中谷地区県営農地整備事業）実施による農 

業振興地域内の農用地区域に編入するため。 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし） 

質疑が無いため、議案第３号２件目について適と意見決定することに賛 

成の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め適と意見決定することを告げた。 

次に、議案第４号農地利用集積計画の策定について事務局の説明を求め 

た。 

 

事 務 局   議案第４号について説明。 

       （１件目） 

       更新 友 沼   １筆 ３，４２１㎡  現況 田 

       設定する者    ａ氏 

       設定を受けるもの ｂ氏 

       期間   令和３年３月１日から令和８年２月２８日 

       利用権の種類   賃借権 

       借賃       １０ａあたり１０，０００円 

       借賃の支払時期  毎年１０月３１日までに支払い 
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       （２件目） 

更新 友 沼   ２筆 １０，９３８㎡  現況 田 

       設定する者    ｃ氏 

       設定を受ける者  ｄ氏 

       期間   令和３年３月１日から令和８年２月２８日 

       利用権の種類   賃借権 

       借賃       １０ａあたり１０，０００円 

       借賃の支払時期  毎年１２月末日までに支払い 

 

       （３件目） 

       新規 中 谷   ３筆 ３，１４８㎡  現況 畑 

       設定する者    ｅ氏 

       設定を受ける者  ｆ氏 

       期間   令和３年３月１日から令和８年２月２８日 

       利用権の種類   使用貸借権 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし） 

質疑が無いため、議案第４号について承認することに賛成の委員の挙手 

を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め承認することを告げた。 

次に、報告第１号農地法第５条第１項の規定による農地転用届出書の受 

理報告告について、事務局の報告を求めた。 

 

事 務 局   報告第１号について説明。 

   （１件目） 

       丸 林 １筆  ８７７㎡  登記簿 畑・現況 畑 

       譲渡人    ｇ氏 

       譲受人    ｈ株式会社 

       事由の概要  宅地分譲 

       移転の内容  売買による所有権移転 

 

   （２件目） 

       潤 島 １筆  ９７８㎡  登記簿 畑・現況 畑 

       譲渡人    ｉ氏 

       譲受人    ｈ株式会社 

       事由の概要  宅地分譲 

       移転の内容  売買による所有権移転 
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   （３件目） 

       丸 林 １筆  １，４０２㎡の内９１８，４８㎡ 

 登記簿 畑・現況 田 

       譲渡人    ｊ氏 

       譲受人    ｋ氏 

       事由の概要  診療所敷地 

       権利の設定  賃借権設定 

 

   （４件目） 

       丸 林 ２筆  ３８２㎡  登記簿 畑・現況 畑 

                ８４㎡  登記簿 山林・現況 畑 

              計４６６㎡ 

       譲渡人    ｌ氏 

       譲受人    ｍ氏 

       事由の概要  住宅敷地 

       権利の設定  使用貸借権設定 

 

議  長   この案件は調査不要であることを告げ、次に、報告第２号農地法第１８

条第６項の規定による通知書の受理報告について、事務局の報告を求め

た。 

 

事 務 局   報告第２号について説明。 

       野 木 １筆 ５５７㎡ 登記簿 畑・現況 畑 

       賃貸人    ｎ氏 

       賃借人    ｏ株式会社 

       解約理由   賃借人の都合による 

       合意解約日  令和３年１月１４日 

 

議  長   この案件は調査不要のため報告のみと告げ、次に、報告第３号農業経 

営責任者変更届の受理報告について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   報告第３号について説明。 

       届出人       ｐ 氏 

       変更前の経営責任者 ｑ 氏 

       変更後の経営責任者 ｐ 氏 

       変更理由      高齢のため 

 

議  長   この案件は調査不要であることを告げた。議案第１号から第４号、報告 
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第１号から第３号の全ての審議の終了を告げた。次にその他について、 

事務局の説明を求めた。 

 

事務局    ①新橋小学校でのバケツ稲栽培の協力について 

 

議  長   他に何かあるか諮った。（別になしの声あり） 

以上で議事が全部終了した旨を告げ、閉会を宣言した。 

（午前１１時３０分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


